
●
●

●

●
●

●

●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届 

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動

名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

その他住 民 税

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅特親

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

明･大
昭･平 ・ ・

別居

特個障 特障 年調
万円

別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

同一

16

16

16

16

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

49

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉗)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉙)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉔､35､40）

配偶者

○ 事業専従者に関する事項（58）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

管
理

区
分

一連
番号

法 項 号

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

補
完

〇
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

8

1 6 9 8 6 5 0 3  5 0

3 5

03　 3200   6221

全建　良雄
全建工務店 全建 良雄 本人

224,400

328,200

58,400 58,400

328,200

330,960
118,800

330,960
118,800

100,400

30,000

10,000

224,400

100,400

30,000

10,000

200,000 400,000 △200,000

1,000,000 800,000

4 1 4 1 8 4 0

5 0 0 0 0
4 1 9 1 8 4 0

8 3 6 3 6 0

1 2 0 0 0 0

2 7
3 8

6 31
6 8

5 8

1 0 0 0 0

3 5 0 6 3 6 0

1 8 0 0 0
3 5 8 3 3 6 0

5 9 0 0 0

6 0 8
3 0 4 0 0

3 0 4 0 0

3 0 4 0 0
6 3 8

3 1 0 3 8

3 1 0 3 8

2 5 0 0 0 0

3 1 0   

0   
 0    

2 1 1 8 0 0 0 0

0
（△ 2 0 0 0 0 0）

1 0 0 0 0 0
（3 0 0 0 0 0）

全建 幸子

全建 太郎

全建 拓哉

全建 洋子

譲渡（短期）

 一　時

○○県○○市 20,000

20,000

父

長男

長女

1,800,000

建設国保

労災保険特別加入

国民年金
国民年金基金

新宿区高田馬場2-7-15

ゼンケン　　ヨシオ

セ  ゛ ン ケ ン　  ヨ シ オ

全建 良雄

52　8　 10

17  12　5

16   3　 4

23   6　 5

63

新宿区高田馬場2-7-15

同上 大工

確定
新宿

確定

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
・
年
金
基
金
）控
除
証
明
書
の
添
付
が
必
要

年
少
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
16
に
○

《旧契約》平成23年12月31日以前契約

50,000 50,000

★50,000 ★50,000

《新契約》平成24年1月1日以降契約

40,000

40,000

40,000

40,000

25,000

★25,000

介護医療保険

①地震保険料 支払保険料の全額（最高50,000円）
支払保険料10,000円以下 ： 支払保険料の全額
支払保険料10,000円超 ： 支払保険料×0.5+5,000円（最高15,000円）
①、②それぞれの方法で計算した控除金額の合計額（最高50,000円）①と②の両方がある場合

②旧長期損害保険料
（2006年12月31日までの契約分）

20,000円以下
20,001～40,000円
40,001～80,000円
80,001円以上

⑤
⑥
⑦
⑧

支払保険料のランク 控除額の計算

全額控除
支払保険料（　 ）×0.5 ＋10,000円
支払保険料（　 ）×0.25＋20,000円
最高40,000円

※上記のようにⒶ～Ⓔの保険契約がある場合は、まずそれぞれの金額を計算をします。その上で一般生命保険の新旧契約と個人年金保険の新旧契約を比較します（介護医療保険には旧
契約はありません）。

　なお3種類の保険（一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険）すべてを新契約又は旧契約に統一する必要はありませんので、それぞれで有利なものを選んで組み合わせることが大
切です。とくに一般生命保険と個人年金保険は旧契約の控除上限額が5万円と新契約の4万円より高くなりますので、そちらを優先してください。
　上記の場合は、一般生命保険、個人年金保険とも旧契約で10万円になります。これに介護医療保険のⒺの控除額（2万5千円）を加えれば最高額12万円を超えます。

※１つの損害保険契約等が、地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれの契約区分にも該当する場合に
は、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除額を計算します。

※申告書の所得金額に記入する金額は、所得金額Eの２分の１の金額です（５頁参照）。
※全建良雄さんは譲渡取得（総合短期）に損失がありますので、損益通算を行っていま
す（５頁参照）。

※【セルフメディケーション税制（スイッチOTC薬控除）との選択】
全建良雄さんには、厚生省が指定した市販薬（スイッチOTC薬）の購入費が20,000円あります。
この控除には12,000円の足切り額がありますので、計算上スイッチOTC薬控除の金額は8,000
円です。医療控除とセルフメディケーション税制の両方の控除はできませんので、医療費控除
の中にスイッチOTC薬を含めて上記の医療控除59,000円を控除します。

【控除額の最高は12万円】

224,400 100,400 130,000 30,000130,000

令和７年中に本人や家族、親族の
ために実際支払った医療費等が控
除の対象です。なお、居宅介護
サービスや医療機関でのデイサー
ビス、通所リハビリテーション、
ショートステイなど一定の介護
サービスの対価についても控除の
対象になります。
控除を申告する際の添付書類は平
成29年分申告よりこれまでの領収
書の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付と「領収書の５
年間保存」となりました。

公的年金等の支給を受けている人は下表により所得金額を算出し⑦
に記入します。

給与所得の人は下表の控除金額を差し引くことで所得金額を
算出し⑥に記入します。

①一人親方が事業を営むなかで非課税所得（地方税で定める事業に該
当しない所得）に該当する所得がある場合は、この記載欄にその非
課税所得金額を記載することにより、事業税の税額計算から、その
非課税所得額を差し引く取り扱いがうけられます。
②記載番号は、地方税法上の事業に該当しない場合は「10」となり、
小規模の不動産所得も非課税所得の対象となります。
③この非課税所得を記載するにあたっては、非課税所得となる内容を
帳簿、領収書・支払明細書等で明らかにしておくことが必要です。

ふるさと納税は寄附金に当たります。行った場合は、第一表の㉙の寄附金
控除（所得控除）に記入するとともに、第二表の「寄附金控除に関する事
項（㉙）」および住民税・事業税に関する事項の「都道府県、市区町村へ
の寄附（特例控除対象）」欄への記入が必要です。全建良雄さんは○○県
○○市に20,000円のふるさと納税を行っています。

生命保険料等控除の計算例（新旧合わせてⒶ～Ⓔの5つの契約がある場合）

地震保険料控除の計算表

一時所得の所得金額

235,600

159,000

4,191,840

209,592

59,000

※2,000万円超の場合は、さらに控除額が10万円減額されます。

公的年金等の収入金額 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

割合 控除額 割合 控除額

 130 万円超
 410 万円超
 770 万円超
 1,000 万円超

 130 万円未満
 410 万円未満
 770 万円未満
 1,000 万円以下

 330 万円超
 410 万円超
 770 万円超
 1,000 万円超

 330 万円未満
 410 万円未満
 770 万円未満
 1,000 万円以下

100％
75％
85％
95％
100％

60  万円
27.5万円
68.5万円
145.5万円
195.5万円

100％
75％
85％
95％
100％

110  万円
27.5万円
68.5万円
145.5万円
195.5万円

100％
75％
85％
95％
100％

50  万円
17.5万円
58.5万円
135.5万円
185.5万円

100％
75％
85％
95％
100％

100  万円
17.5万円
58.5万円
135.5万円
185.5万円

■公的年金等に係る雑所得の速算表
（公的年金等の収入金額×割合=雑所得の金額（０以下は０））

年
齢

（
昭
和
36
年
１
月
２
日
以
降
生
）

65
歳
未
満

（
昭
和
36
年
１
月
１
日
以
前
生
）

65
歳
以
上

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から

1,950,000円から
3,300,000円から
6,950,000円から
9,000,000円から
18,000,000円から
40,000,000円から

1,949,000円まで
3,299,000円まで
6,949,000円まで
8,999,000円まで
17,999,000円まで
39,999,000円まで

5％
10％
20％
23％
33％
40％
45％

－
97,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,796,000円
4,796,000円

■所得税の速算表

⑫

区分は、国外居住親族がいる場合に記入します。特定親族特別控除の
適用範囲や控除額については12頁を参照。

20頁を
参照

令和７年分  所得税確定申告書の書き方令和７年分  所得税確定申告書の書き方
16 16 月月

３月31日 (火)

一時所得とは営利を目的とする継続的行為（通常の仕事）から生
じた所得以外の一時の所得で、労務や役務または資産の譲渡に
よる対価としての性質を有しない一時的な収入による所得です。
生命保険の一時金、損害保険の満期保険の満期払戻金などは一
時所得として扱います。一時所得は次のように計算します。

※ⒸⒹは全建良雄さんの設定にはありません
※「★印」は新契約と旧契約を比較して控除に採用する保険契約を示しています。

医療費控除の範囲と添付書類

事業税の非課税所得欄の記載方法

扶養親族等が障害者である場合は◯

《ふるさと納税について》

配偶者（特別）控除の区分欄
【配偶者（特別）控除の区分欄の記入】

特定親族の合計所得金額
に応じた控除額を記入

配偶者控除➡空欄 配偶者特別控除➡１

令和７年

07

07

復興特別所得税額

納める税金

平成25年より基準所得額44に2.1%を乗じた復興特別所得税が
課税されます。１円未満切り捨て。

・納付期限は３月16日（月）までです。
・口座振替の場合は４月23日（木）に口座引落になります。

前年に納税額が15万円以上あった場合は、令和７年７月と11
月に予定納税をしています。51納税額が印字されている場合
は50から差し引きます。

申告納税額が黒字のときは、100円未満の端数を切り捨てた金額を書いて
ください。赤字のときは、金額の前に△印を付した金額を書いてください。

パート収入がある場合はその収入から65万円（給与所得控除の
額…令和７年度税制改正で55万円から引き上げ）を差し引いた
額を記入します。
公的年金等の収入がある場合は、公的年金控除後の金額を記
入します。なお申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
は、配偶者控除の適用を受けることはできません。

計算で608,480円になりますが、この欄には1,000円未満切
り捨てで記載します。

元号に対応する数字を書いてください。
明治「１」、大正「２」、昭和「３」、平成「４」、令和「５」

押印は不要です。

濁点や性と名の間は１文字分あけてください。

一度に税金を納められない場合は、納税額の２分の１以上の金
額を３月16日（月）までに納税すれば、残額の納税については６月
１日（月）まで延納することができます。但し、延納額に対して
年0.9％の日割計算で利子税が課せられます。

市区町村へ一定の手続きを行うことにより、年金からの徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が
口座振替により保険料を支払うことも選択できます。口座振替によりその保険料を支払った場合は、支払
った世帯主または配偶者の社会保険料控除として控除することができます。

扶養控除の対象となる扶養親族とは、令和７年12月31日現在（年
の途中で死亡した人の場合は、その死亡日）に、生計を一にする
親族で、令和７年中の合計所得金額が48万円以下の人です。

平成28年分から申告書にマイナンバーの記載が必要となり、本人による提出の場合はマイナンバーの記載に加えて本人確認書類の写し（コ
ピー）が必要とされています。本人の確認書類としてはマイナンバーカード、マイナンバー通知カードと運転免許証等が考えられますが、マ
イナンバー通知カードは令和２年５月25日に新規発行が廃止されました。ただし通知カードの記載事項（住所、氏名等）が住民票の記載と一
致している場合にはマイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。住所等の変更がある場合には使用できませんので、マイナン
バー入りの「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」が必要です。

税金特集号は、益子良一氏（税理
士法人コンフィアンス代表社員税
理士）が監修しています。

令和８年

公的年金収入がある場合にはこの欄に公的年金以外の合計所得
金額を記入します（全建良雄さんは公的年金収入はありません）。

公的年金等以外の合計所得金額

後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険控除

確定と記入

医療費控除を選択する場合は治療に必要な市販薬も控除の対象になります。上記の事例の「支払った医療費」235,6000円は医療機関等に支払った215,600円と市販薬20,000円の合計額です。

※給与収入が600万円未満の場合は、所得税法別表第五「年末調整のための給与所
得控除後の給与等の金額表」にあてはめて算出します。

給与等の収入金額 給与所得控除額
190万円以下 65万円
190万円超  360万円以下 給与等の収入金額 × 30％ ＋ 8万円
360万円超  660万円以下 給与等の収入金額 × 20％ ＋ 44万円
660万円超  850万円以下 給与等の収入金額 × 10％ ＋ 110万円
850万円超 195万円

■給与所得額一覧表

58万円

※赤色矢印はすべて修正


